
JP 5425072 B2 2014.2.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行路に沿って可動する少なくとも１つの部分（４）に対するリニア駆動部（１）であ
って、
　前記少なくとも１つの部分（４）に対する少なくとも１つのリニアモータを有しており
、固定子部分（３）と、キャリッジ（２）と、回転子部分とを有しており、さらに駆動制
御回路を有しており、
　当該駆動制御回路は、前記リニアモータに対するエネルギー供給が行われない場合に、
スイッチオフすることによって、および当該リニアモータをジェネレータとして作動させ
ることによって、前記少なくとも１つのリニアモータが停止され、当該停止後に、前記少
なくとも１つの部分（４）が自身の移動能力に関してイネーブルにされるように構成され
ており、
　さらに、前記少なくとも１つのリニアモータのエネルギー供給をスイッチオフするため
のスイッチング手段を有しており、
　前記駆動制御回路はさらに、エネルギー供給が新たに加えられた後に、前記少なくとも
１つの部分（４）の少なくとも１つの終端ストップを求めるために前記少なくとも１つの
部分（４）のポジショニング走行が行われる、および／または、初めに、または起動後に
、前記少なくとも１つの部分（４）を駆動させるための所定のパラメータを求めるために
、前記少なくとも１つの部分（４）の学習走行が行われるように構成されており、
　当該学習走行は、それぞれ最低走行速度での、第１の走行方向における前記少なくとも
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１つの部分（４）の少なくとも１回の走行と、当該第１の走行方向と反対の第２の走行方
向における前記少なくとも１つの部分（４）の少なくとも１回の走行とを有し、
　前記駆動制御回路はさらに、前記リニアモータの駆動方向に対して反対の方向、および
／または、前記リニアモータの駆動速度とは異なる走行速度で前記少なくとも１つの部分
（４）が走行している場合に、前記リニアモータをスイッチオフする、または、ジェネレ
ータ式に作動させるように構成されている、
ことを特徴とするリニア駆動部（１）。
【請求項２】
　さらに、前記少なくとも１つの部分（４）の走行速度を調節するための手段を有してい
る、
請求項１記載のリニア駆動部（１）。
【請求項３】
　さらに、前記少なくとも１つの部分（４）の走行速度を、各走行方向において別個に調
節するための手段を有している、
請求項１または２記載のリニア駆動部（１）。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの部分（４）が所定の走行方向で動くように、前記リニアモータを
アクティブにする手段を有している、
請求項１から３までのいずれか１項記載のリニア駆動部（１）。
【請求項５】
　前記リニアモータはさらに距離センサを有しており、
　前記駆動制御回路は、当該距離センサからの信号によって、自身の走行路に沿った前記
少なくとも１つの部分（４）の運動および目下の位置が求められるように構成されており
、
　前記駆動制御回路は、
　　静止状態からの前記少なくとも１つの部分（４）の運動と、
　　前記少なくとも１つの部分（４）の目下の位置と前記少なくとも１つの部分（４）の
運動開始が初めに識別された静止位置との偏差と、
が求められると、前記少なくとも１つの部分（４）がその時の運動方向で動くように、所
定の最低限度以上に前記リニアモータがアクティブにされるように構成されている、
請求項４記載のリニア駆動部（１）。
【請求項６】
　前記運動および前記位置偏差の特定は、前記少なくとも１つの部分（４）の終端位置に
制限されている、
請求項５記載のリニア駆動部（１）。
【請求項７】
　前記駆動制御回路は、所定のパラメータの監視によって、前記少なくとも１つの部分（
４）の走行路内に障害物が存在するかが識別されるように構成されている、
請求項１から６までのいずれか１項記載のリニア駆動部（１）。
【請求項８】
　前記パラメータは、前記少なくとも１つの部分（４）の走行速度、前記少なくとも１つ
の部分（４）の位置および／または前記リニアモータの駆動電流である、
請求項７記載のリニア駆動部（１）。
【請求項９】
　前記駆動制御回路はさらに、リニアモータに依存しない、前記少なくとも１つの部分（
４）の走行を、前記少なくとも１つの部分（４）の所定の最高走行速度まで可能にし、前
記最高走行速度を超過していることが求められると、前記リニアモータを、前記少なくと
も１つの部分（４）の目下の走行方向に対して反対の方向で、所定の、前記最高走行速度
の超過程度に依存した駆動力で作動させる、ように構成されている、
請求項８記載のリニア駆動部（１）。
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【請求項１０】
　前記駆動制御回路が、前記少なくとも１つの部分（４）の所定の最高速度の超過を特定
したときに、前記リニアモータの作動は、停止、ジェネレータとしての作動および、前記
少なくとも１つの部分（４）の目下の走行方向に対して反対の方向における前記リニアモ
ータの駆動を含んでいる、
請求項９記載のリニア駆動部（１）。
【請求項１１】
　前記駆動制御回路はさらに、前記少なくとも１つの部分（４）の駆動時に、前記少なく
とも１つの部分（４）に関する所定の制動領域に達している場合に、前記リニアモータが
所定の制動動作に相応して駆動されるように構成されている、
請求項１から１０までのいずれか１項記載のリニア駆動（１）。
【請求項１２】
　２つの制動領域はそれぞれ、前記少なくとも１つの部分（４）の終端ストップの前に設
けられている、
請求項１１記載のリニア駆動（１）。
【請求項１３】
　前記駆動制御回路はさらに、少なくとも１つの部分（４）の少なくとも１つの最終位置
において、前記少なくとも１つの部分（４）が所定の力で、各最終ポジションから出る前
記少なくとも１つの部分（４）の運動に対して、阻止されるようにリニアモータを駆動す
るように、構成されている、
請求項１から１２までのいずれか１項記載のリニア駆動部（１）。
【請求項１４】
　前記駆動制御回路はさらに、前記少なくとも１つの部分（４）の少なくとも１つの終端
ポジションにおいて前記少なくとも１つの部分（４）が自身の位置を保持するように、前
記リニアモータを駆動制御するように構成されている、
請求項１から１３までのいずれか１項記載のリニア駆動部（１）。
【請求項１５】
　さらに、前記リニア駆動部（１）の摩擦の無い作動に関するパラメータを監視するセン
サ装置を有している、
請求項１から１４までのいずれか１項記載のリニア駆動部（１）。
【請求項１６】
　前記動作パラメータは、リニアモータおよび／または駆動制御回路および／またはリニ
ア駆動部（１）の給電網部分の作動温度を含む、
請求項１５記載のリニア駆動部（１）。
【請求項１７】
　前記駆動制御回路は、前記動作パラメータの少なくとも１つが、所定の許容領域外にあ
ることが識別されると、前記リニア駆動部（１）の駆動制御が変わるように構成されてい
る、
請求項１６記載のリニア駆動部（１）。
【請求項１８】
　前記変更された駆動制御は、前記リニアモータの駆動速度を低減させること、前記少な
くとも１つの部分（４）に関する開放保持時間または閉鎖保持時間の延長および／または
前記リニア駆動部（１）のスイッチオフを含んでいる、
請求項１７記載のリニア駆動部（１）。
【請求項１９】
　走行路に沿った前記少なくとも１つの可動部分（４）は、湾曲スライドドア扉、円形ス
ライドドア扉、折り畳み式ドア扉または可動の分断壁部モジュールである、
請求項１から１８までのいずれか１項記載のリニア駆動部（１）。
【請求項２０】
　各走行路に沿って可動する複数の部分（４）を有している設備であって、
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当該部分はそれぞれ、請求項１から１９までのいずれか１項記載の、少なくとも１つのリ
ニア駆動（１）によって作用的に結合されている
ことを特徴とする設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、殊にスライドドア用の、各走行路に沿って動く部分のための、リニアモータ
に基づくリニア駆動部に関する。
【０００２】
　リニアモータによって駆動されるスライドドアは既知である。通常は、各スライドドア
扉の上方の固定部分に固定子が配置されており、この固定子は実質的に、相互に接続され
ている多数の電気コイルから成る。各スライドドア扉の、固定子の方を向いている面には
回転子が設けられており、この回転子は、多数の永久磁石を有しているおよび／または磁
化可能な材料から形成されている。
【０００３】
　本発明の課題は、リニアモータをベースにする、各走行路に沿って動く部分に対するリ
ニア駆動部を、その機能性に関して拡張することである。
【０００４】
　上述の課題は、請求項１の構成要件によって解決されている。本発明の有利な発展形態
は従属請求項に記載されている。
【０００５】
　本発明の、走行路に沿って動く少なくとも１つの部分、殊にスライドドア扉用のリニア
駆動部は、この少なくとも１つの部分のために少なくとも１つのリニアモータを有してい
る。リニアモータには固定子部分およびキャリッジが設けられている。リニア駆動部はさ
らに駆動制御回路を有している。この駆動制御回路は、リニアモータに対するエネルギー
供給が行われていない場合に、スイッチオフおよび、リニアモータをジェネレータとして
作動させることによってリニアモータを停止させる。さらにこのような可動部分は、自身
の走行能力に関して、この駆動制御回路によってイネーブルにされる。このために、本発
明のリニア駆動部は、少なくとも１つのリニアモータのエネルギー供給をスイッチオフす
るためのスイッチング手段を有している。
【０００６】
　本発明では、駆動制御回路は有利にはさらに次のように構成されている。すなわち、新
たにエネルギー供給が加えられた後、少なくとも１つの部分の少なくとも１つの終端スト
ップを求めるために少なくとも１つの部分のポジショニング走行を行うように構成されて
いる。これは、リニア駆動部の動作安全性に寄与し、このようなリニア駆動部が設けられ
ている設備を利用する人の安全性を高める。
【０００７】
　さらに、駆動制御回路は有利には次のように構成されている。すなわち、初めから、ま
たは起動の後に、少なくとも１つの部分の学習走行を、少なくとも１つの部分を駆動する
ための所定のパラメータを求めるために行うように構成されている。学習走行は、それぞ
れ最低走行速度での、第１の走行方向におけるこの少なくとも１つの部分の少なくとも１
つの走行と、第１の走行方向に対して反対の第２の走行方向における、少なくとも１つの
部分の少なくとも１つの走行を有している。最低走行速度が設定されている。なぜなら、
学習走行の間は、可動部分の閉鎖縁の監視はほぼ不可能だからである。
【０００８】
　リニア駆動部は有利にはさらに、少なくとも１つの部分の走行速度を調節するための手
段を有している。この手段は例えば、ポテンショメータであり、これによって、リニアモ
ータに供給される最大駆動エネルギーが調節される。有利には、この手段は、少なくとも
１つの部分の走行速度が、２つの走行方向において別個に調節されるように構成されてい
る。これによって、開放過程を、閉鎖過程より迅速に経過させることができる。これによ
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って、可動部分の作動時の安全性が高まる。
【０００９】
　駆動制御回路は本発明では有利にはさらに次のように構成されている。すなわち、リニ
アモータの駆動方向に対して反対の方向、および／またはリニアモータの駆動速度とは異
なる走行速度での、少なくとも１つの部分の走行時に、リニアモータをスイッチオフする
、またはジェネレータ式に作動させるように構成されている。これは例えば、可動部分が
手動で、リニアモータの目下の駆動方向に対向して動かされる場合である。スイッチオフ
によって、リニアモータは、例えば、高い駆動電流、ひいてはリニアモータの過度の加熱
による損傷から保護される。ジェネレータ式動作が設定され、これによって、各操作者に
、可動部分が反対の運動で駆動されるべきであることがシグナリングされる。
【００１０】
　リニア駆動部はさらに、有利にはリニアモータをアクティブにするための手段を有して
いる。この手段は少なくとも１つの部分を、所定の走行方向で動作させる。有利にはリニ
アモータは、距離センサを有している。このような場合に駆動制御回路は次のように構成
される。すなわち、距離センサからの信号によって、走行路に沿った、少なくとも１つの
部分の運動および目下の位置が求められるように構成される。静止状態からの少なくとも
１つの部分の運動を求める場合、および少なくとも１つの部分の運動の開始が最初に識別
された静止ポジションからの、少なくとも１つの部分の目下の位置の偏差を求める場合に
は、所定の最低限度を超えて、駆動制御回路が本発明のリニアモータをアクティブにし、
リニアモータは少なくとも１つの部分をその時の運動方向で動かす。有利には運動および
位置偏差を求めることは、少なくとも１つの部分の最終位置に制限されている。上述の手
法によって、例えばスライドドア扉として構成されている可動部分を走行方向に、人がス
ライドさせることができる。駆動制御回路はこれを、所定の最低走行距離の場合には、ス
ライドドア扉をこの方向に動かしいたいという、人物の意志として解釈し、スライドドア
扉の続行される駆動を担う。これによって、直観的に操作される駆動が実現される。これ
によって、殊に追加装備の際に、該当する人物に、目下設けられている自動駆動に関する
情報を与えなくてよい。
【００１１】
　駆動制御回路は本発明ではさらに、有利には次のように構成されている。すなわち、所
定のパラメータの監視によって、少なくとも１つの部分の走行路内に障害物が存在するこ
とを識別するように構成されている。これらのパラメータは、少なくとも１つの部分の走
行速度、少なくとも１つの部分のポジションおよび／またはこの部分を駆動させるリニア
モータの駆動電流を含み得る。これによって、例えば動作障害が識別され、必要な対抗措
置がとられ、これによって動作安全性が高まる。
【００１２】
　駆動制御回路はさらに、有利には次のように構成されている。すなわち、少なくとも１
つの部分の、リニアモータに依存しない、すなわち手動の走行を、少なくとも１つの部分
の所定の最高速度まで、許可するように構成されている。最高走行速度を越えたことが判
ると、駆動制御回路はリニアモータを、少なくとも１つの部分の目下の走行方向に対して
反対の方向で、所定の、最高走行速度超過程度に依存する駆動力で作動させることができ
る。すなわち、可動部分はここで、所定の最高速度まででしか走行することができない。
これによって、殊に回転子－回転ロールを過度の機械的酷使から保護することができ、ひ
いては早期の摩滅、むしろ損傷から保護される。有利には、リニアモータのこのような作
動は、スイッチオフ、ジェネレータ式作動および／または、少なくとも１つの部分の目下
の走行方向に対して反対の方向におけるリニアモータの駆動によって行われる。これによ
って、場合によって生じる過度に高いモーター電流が阻止され、スライドドアが損傷から
保護される。さらにこれは次のことによって実現される。すなわち、可動部分を、最終ス
トップ領域において、速度から、損傷の危険性が少なくとも低減される程度に制動するこ
とによって実現される。
【００１３】
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　駆動制御回路はさらに有利には次のように構成される。すなわち、少なくとも１つの部
分の駆動時に、所定の制動領域に達すると、少なくとも１つの部分に関して、リニアモー
タを所定の制動特性に従って駆動するように構成される。有利には２つの制動領域がある
。すなわち、少なくとも１つの部分の各最終ストップの前である。このような制動領域は
、可動部分の確実な制動に用いられる。
【００１４】
　駆動制御回路は、さらに有利には次のように構成されている。すなわち、少なくとも１
つの部分の少なくとも１つの最終位置において、この少なくとも１つの部分が、所定の力
で、各終端位置からの少なくとも１つの部分の運動に対して阻止されるように、リニアモ
ータを駆動するように構成されている。有利には、これは、少なくとも１つの部分の少な
くとも１つの最終部分において、この部分が自身の位置を維持するようにリニアモータを
駆動制御することによって行われる。これによって、例えば風の影響によるこの部分の不
所望な運動が阻止される。
【００１５】
　リニア駆動部は有利には、さらにセンサ装置を有している。このセンサ装置は、リニア
駆動部の摩擦の無い作動にとって重要なパラメータを監視する。このような動作パラメー
タは例えば、リニアモータおよび／または駆動制御回路および／またはリニア駆動部の給
電網部分の作動温度を含む。駆動制御回路は有利には次のように構成されている。すなわ
ち、作動パラメータの少なくとも１つが、所定の許容される領域の外にあることが識別さ
れると、リニア駆動部の駆動制御を変えるように構成されている。このような変更は例え
ば、リニアモータの駆動速度の低減、少なくとも１つの部分に関する開放保持時間または
閉鎖保持時間の延長および／またはリニア駆動部のスイッチオフである。これは次のよう
な目的、すなわちリニア駆動部の冷却を（時間的に）可能にするために用いられる。これ
は、そうでない通常のさらなる作動時には、場合によっては可能ではない。
【００１６】
　本発明のさらなる特徴および利点を、有利な実施形態の以降の説明に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に相応するスライドドア懸架部
【図２】例として示されている、リニアモータをベースにしたリニア駆動部の作動方法で
あって、本発明の実施形態に相応するスライドドア懸架部
【図３】図２に示された方法の範囲内のリニア駆動部の通常作動
【図４】図３の通常作動を監視するための方法
【図５】本発明の実施形態に相応するリニア駆動部をアクティブにするための方法
【実施例】
【００１８】
　図１に示されている設備は、リニア駆動部１を含んでいる。ここでこのリニア駆動部は
、図示の例では支持用溝（Ｔｒａｇｐｒｏｆｉｌ）１ａを有している。図１において、下
方を指している、支持用溝１ａの内面には、断面において、有利には両面に、ガイドレー
ル１ｂが構成されているないし配置されている。
【００１９】
　この装置はさらに、図示の例において、スライドドア扉４として構成されている、走行
路に従って可動する部分を有している。この走行路は、ガイドレール１ｂの延在によって
定められている。
【００２０】
　上述した、支持用溝１ａの内面には、固定子部分３が有利には、ガイドレール１ｂの間
に配置されている。択一的にガイドレール１ｂは、内面が充分な頑強性を有している限り
では、この内面自体によって構成されている。
【００２１】
　固定子部分３は有利には、走行路の少なくとも一部に沿って延在している、多数の電気
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コイルを有している。これらの多数の電気コイルは相互に、所定の駆動制御スキームに相
応して、有利には三相駆動制御スキームに相応して接続されている。有利には、これらの
電気コイルには、磁化可能な材料から成る保磁子体が設けられる。
【００２２】
　電気コイルの下面には、図１においてキャリッジ２が配置されている。このキャリッジ
には、スライドドア扉４が懸架されている。各キャリッジ２は、固定子部分３の方を向い
ている側に、それぞれ１つの回転子を有している。ここでこの回転子は、有利には、同じ
にように走行路の部分に沿って延在している、永久磁石の列２ｂを有している。スライド
ドア扉４を移動させるないしは動かすための固定子部分３の駆動力が充分である場合には
、択一的に、各回転子は磁化可能な材料によって構成される。
【００２３】
　各キャリッジ２には有利にはロール２ａが自由に回転可能に配置されており、ガイドレ
ール１ｂの回転面上に、回転して広がって配置されている。支持用溝１ａにさらに、付加
的なガイドレールを設けることができる。このガイドレールには、断面において、自由終
端部が相互に向かい合うように構成されている。このような場合には付加的なロールは、
それぞれ、このような付加的なガイドレールの、図１において下方を示している各回転面
上に回転して広がって配置されている。
【００２４】
　リニア駆動部はさらに駆動制御回路を含んでいる。この駆動制御回路は有利には、論理
的な駆動制御回路およびモーター駆動制御回路に分けられている。
【００２５】
　論理駆動制御回路は、リニア駆動部の駆動制御回路のスイッチングおよび通信中央部を
構成する。論理駆動制御回路は殊に次のように構成されている。すなわち、モーター駆動
制御回路に、走行および検査命令を送信し、状態および安全通知を受信するように構成さ
れている。このような状態および安全通知は、例えばリニア駆動部の温度並びにスライド
ドア扉４の速度および位置を含んでいる。有利には、論理駆動制御回路には、外部センサ
、例えば入力装置、レーダーおよびプログラミングスイッチが接続される。
【００２６】
　リニアモータを駆動制御するために、モーター駆動制御回路内に、有利にはハードウェ
アコンポーネントが、パワー送出段および制御ユニットの形状で、有利には、マイクロコ
ントローラの形状で、例えば、物理的なプロセスを計算するために設けられる。モーター
駆動制御部は次のように構成されている。すなわち、有利には三相走行電圧がパルス幅変
調によって形成されることによってリニアモータを整流するように構成されている。さら
にモーター駆動制御部は次のように構成されている。すなわち、スライドドア扉４の位置
および速度を求め、スライドドア扉４の走行状態を開ループ制御するないしは閉ループ制
御する、および／またはスライドドア扉４の速度閉ループ制御を行うように構成されてい
る。
【００２７】
　論理－モーター駆動制御回路は、有利には同一のマイクロコントローラを使用し、これ
によってコストが省かれる。
【００２８】
　図２は、例示的なリニアモータの作動のための方法ないしはルーチンを示している。初
めは、リニアモータ、すなわちリニア駆動部１はスイッチオフされている。これは殊に、
リニア駆動部１の取り付け直後の場合である。リニア駆動部１のスイッチオン（ステップ
１）の後、例えば、エネルギー供給網と接続することによって、駆動制御回路が初めに、
有利にはリニア駆動部１の静止作動をアクティブにする（ステップ２）。このような静止
作動は、スライドドア扉４の位置保持（In-Position-Halten）を設定する。
【００２９】
　次に、（充分な）エネルギー供給がされているか否かが検査される（ステップ３）。こ
れは例えば次のことによって行われる。すなわち、駆動制御回路によって、自身に印加さ
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れている電圧および自身に印加されている電流が測定され、保たれるべき、駆動制御回路
の不揮発性メモリ内に収容されている基準値によって調整されることによって行われる。
このような状況は例えば、取り付け時に電流供給線路内に短絡が生じる場合に生じる。
【００３０】
　エネルギーが無い、または不十分なエネルギーしか存在しない、すなわちリニアモータ
が作動されない場合には、後続のステップＳ９において、リニア駆動部１がまだスイッチ
オフされているのか否か、または再びスイッチオフされたのか否かが検査される。すなわ
ち、図２におけるこの機能分岐は次のような場合に対して設けられている。すなわち例え
ば、作動中に、エネルギーが欠如し、これがリニア駆動部１のスイッチオフにつながる場
合に対して設けられている。リニア駆動部１がスイッチオフされている場合、このルーチ
ンは終了し、新たなスイッチオンに基づいて新たにスタートされる。この検査は例えば、
フラグによって行われる。このフラグはリニア駆動部１のスイッチオン状態を示し、不揮
発性メモリ内に収容されている。すなわち、これによってスイッチオンフラグは、リニア
駆動部１のスイッチオフ状態に有利にはリセットされ、すなわち論理的値「０」ないしは
「誤」を有し、スイッチオン時には論理的「１」ないしは「正」にセットされる。すなわ
ちハイアクティブである。しかし、このフラグに関してローアクティブも可能である。従
って、このスイッチオンフラグはリニア駆動部１のスイッチオフ状態においてセットされ
、すなわち論理的値「１」ないしは「正」を有し、スイッチオン時には論理的な「０」な
いしは「誤」にセットされる。
【００３１】
　以降ではハイアクティブフラグでの動作を説明する。
【００３２】
　しかしリニア駆動部１が依然としてスイッチオン状態にある場合には、ステップＳ１０
において有利には、不揮発性メモリ内に有利にはフラグがセットされる。これは、リニア
駆動部１の作動中のエネルギー供給が中断された、または不十分であることを示している
。
【００３３】
　上述の検査を実行することができるように、有利には電気的エネルギーのためのメモリ
が、例えば蓄電池またはコンデンサ回路の形状で設けられる。このような場合にはこのよ
うなメモリを、駆動制御回路が参照する。
【００３４】
　ステップＳ３において、充分なエネルギー供給がされていることが判明すると、ステッ
プＳ４において、リニア駆動部１の摩擦の無い駆動に必要な物理システムパラメータおよ
び／またはリニア駆動パラメータが既に求められているか否かが求められる。
【００３５】
　このパラメータは有利にはこの場合に揮発正メモリ内に格納され、初めは例えば、許容
されない値を有しているで、または全く存在しない。これらのパラメータが依然として求
められていない場合、これは例えばリニア駆動部１の初期スイッチオン時の場合であり、
後続のステップＳ５において、いわゆる学習走行が行われる。ここでは、リニア駆動部１
の駆動制御回路は、１つまたは複数のリニアモータを少なくともそれぞれ一度、第１の走
行方向、例えば開放方向で作動させ、さらに一度、この第１の走行方向と反対の第２の走
行方向、例えば閉鎖方向で作動させる。すなわち、有利には、スライドドア扉４のそれぞ
れ少なくとも１回の開放走行および閉鎖走行を行う。駆動制御回路は、１つないしは複数
のリニアモータ、該当するスライドドア扉４を有利には最低走行速度、有利には最低駆動
力で移動させる。このようなフェーズの間、有利には、内部の障害物識別は不活性化され
ている。第１の走行方向はここでは有利には駆動制御回路から離れていく方向であり、本
発明では一度、リニア駆動部１の取り付け後に行われる。
【００３６】
　さらに、学習走行を付加的に、駆動制御回路と結合されている特別なスイッチを操作す
ること、例えばリセットスイッチを操作することによって手動で行うことができる。これ
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は例えば、スライドドア扉４が、異なる重量を有している別のスライドドア扉に代わって
使用される場合には有利である。この場合には、少なくとも、各リニアモータによって供
給されるべき駆動力が変わる。学習走行が終了すると、駆動制御回路はいわゆる通常作動
に切り替わる。すなわちリニア駆動部１の自動駆動に切り替わる（跳躍点（Ｎ））。
【００３７】
　上述の物理的なシステムパラメータおよび／またはリニア駆動部パラメータが既に求め
られている場合には（ステップＳ４後の「はい」分岐）、後続のステップＳ６において次
のことが検査される。すなわち、上述した中断フラグがセットされているか否か、すなわ
ち、充分なエネルギー供給の存在の出現直前に、エネルギー供給の中断または欠落が示さ
れたか否かが検査される。ハイアクティブ時にこれがセットされない、すなわち、論理的
な値が「０」ないしは「誤」を有する場合には、リニア駆動部１は通常のように作動され
、駆動制御回路は同じように、通常作動に切り替わる（跳躍点（Ｎ））。
【００３８】
　しかし、ステップＳ６において中断フラグがセットされている場合には、後続のステッ
プＳ７においていわゆるポジショニング走行が行われる。この場合に駆動制御回路はリニ
アモータを次のように駆動制御する。すなわち、リニアモータがまずはスライドドア扉４
を有利には最低速度で、開放方向で、所定の終端ストップ、すなわちオープン位置まで走
行させるように駆動制御する。これに続いて、リニアモータは次のように駆動制御される
。すなわちリニアモータが、該当するスライドドア扉４を、所定の、有利には調節可能な
通常閉鎖速度で、閉鎖方向で走行させるように駆動制御される。択一的に、固定子部分３
内に設けられているホールセンサを介して、目下の位置が求められ、スライドドア扉４が
既に閉鎖されていない限りは、スライドドア扉４は、不揮発性メモリ内に格納されている
終端ストップ情報に基づいて動かされる。
【００３９】
　ポジショニング走行が成功すると、中断フラグがリセットされ、駆動制御回路は再び通
常作動に切り換わる（跳躍点（Ｎ））。
【００４０】
　図３は、リニア駆動部１の通常動作、すなわち、リニアモータの自動駆動の例を示して
いる。跳躍点（Ｎ）に続いて、ステップＳ１１において、リニア駆動部１が静止作動状態
に有るか否かが検査される。静止作動状態とは、駆動制御回路が該当するスライドドア扉
４を、位置に保持することを意味している。最も簡単な場合には、１つ／または複数のリ
ニアモータが駆動されず、実際に静止状態にある。択一的に、駆動制御回路は、１つない
し複数のリニアモータを次のように駆動制御する。すなわち、このリニアモータが特定の
力の保持力を、例えば、３Ｎと１０Ｎの間の力を供給するように駆動制御する。殊に、こ
れは、スライドドア扉４の閉鎖状態に関する。これによってスライドドア扉は閉められる
、ないしはスライドドア扉４の開放方向での運動時に、閉鎖方向での相応する駆動力で駆
動される。択一的に、閉ループ制御が行われる。従って、リニアモータはスライドドア扉
４を位置に保持し、スライドドア扉は、例えば手動運動時に自動的に、静止位置に戻され
る。
【００４１】
　リニア駆動部がステップＳ１１において静止作動状態にない場合（ステップＳ１１後の
「いいえ」分岐）、有利には少なくとも３つの監視回路がアクティブにされる。
【００４２】
　第１に、閉鎖縁監視がアクティブにされる（ステップＳ１２）。これによって、障害物
、例えば人の指が、各閉鎖縁の領域内に存在するとき、ひいては生じ得る挟み込みの危険
性、ひいてはけがまたは損傷の危険性が生じているときに識別がされる。閉鎖縁の監視は
次のように行われる。すなわち、それぞれ、スライドドア扉４の目下の走行方向に向いて
いる閉鎖縁のみが監視される。択一的に、２つの閉鎖縁、すなわち主閉鎖縁および副閉鎖
縁が、それぞれ同時に監視される。
【００４３】
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　付加的に、障害物識別がアクティブにされる（ステップＳ１３）。これによって、スラ
イドドア扉４の走行中に、この前に、障害物が存在しているときが識別される。
【００４４】
　付加的に、有利には、運動監視がアクティブにされる（ステップＳ１４）。これによっ
て、後で説明するように、異常な走行状況が求められる。
【００４５】
　監視をアクティブにした後、ステップＳ１５において、スライドドア扉４が既に、終端
位置に有るか否かが検査される。この終端位置に向かってスライドドア扉が動かされる。
この場合（ステップＳ１５の後の「はい」分岐）には、跳躍点（Ｒ）を介して、リニア駆
動部の静止動作のアクティブ化のために、ステップＳ２に戻る。しかし、障害物が識別さ
れると、それが閉鎖縁領域であろうが、または一般的に、スライドドア扉４の前の走行領
域であろうが、ステップＳ１７において、いわゆる運動－安全応答が行われる。最も簡単
な場合には、この応答は、リニアモータの停止を含む。付加的に、リニアモータのジェネ
レータ作動が行われ、これによって、スライドドア扉４はさらに迅速に、停止される。こ
れに続いて、跳躍点（Ｅ）を介して、図１のステップＳ３に戻る。これによって、障害物
除去されるまでリニア駆動部１が停止していることが保証され、これに続いて、スライド
ドア扉４がさらに、所望の運動方向で動かされる。
【００４６】
　択一的に、リニアモータの反転が行われる。この場合には、リニアモータはまずは、上
の段落で記載されているように、保持され、次に、反対方向に動かされるが。有利には、
この走行方向に相応する終点位置まで動かされる。すなわち、跳躍点（Ｅ）の代わりに、
駆動制御回路はステップＳ１１に跳躍する。
【００４７】
　運動監視は主に、図４に示されているルーチンを含んでいる。このルーチンには、図３
の跳躍点（Ｅ）を介して跳躍する。この監視ルーチンは有利には少なくとも２つの監視分
岐を含んでいる。第１の、図４の左側に示されている分岐では、温度監視が行われる。こ
こでは温度θＡが、所定の通常領域内にあるかに関して監視される。通常はこの領域は、
リニア駆動部１に対する、越えてはならない非常に高い温度によって定められる。ステッ
プＳ１８では、これに関して監視が行われる。
【００４８】
　１つの温度θＡのみが示される場合にも、リニア駆動部１（例えば給電網部分、駆動制
御回路および駆動制御回路）の各温度クリチカル領域に対して、それぞれ固有の温度セン
サが設けられる。すなわちθＡは、リニア駆動部１内の監視されるべき全ての温度値に対
するものである。さらに、各温度センサは、固有の評価回路と結合されている。これは各
温度値を検査する。このような評価回路の出力側は例えば、ＯＲ素子の入力側と結合され
る。これは、駆動制御回路の有利な構成部分である。評価回路は有利にはハイアクティブ
である。すなわち、評価回路は、検査されるべき各温度を越えたときに論理的「１」を出
力し、その他の場合には論理的「０」を出力する。少なくとも１つの論理的「１」がＯＲ
素子の入力側に印加されると、この信号は、駆動制御回路に達する。この信号は例えば、
中断入力信号として受信され、これによって、即時に応答することが可能になる。評価回
路のローアクティブ時、すなわち、評価回路が、検査されるべき各温度を上回った場合に
、論理的「０」を出力し、その他の場合には論理的「１」を出力する場合には、ＯＲ素子
の代わりに、ＮＡＮＤ素子が入力結合される。ＮＡＮＤ素子は、自身の入力側に論理的「
０」が印加されるとすぐに、論理的「０」を出力する。
【００４９】
　温度超過が検出されると（ステップＳ１８の後の「いいえ」分岐）、後続のステップＳ
１９において、リニア駆動部１が静止作動状態にあるか否かが検査される。リニア駆動部
１が静止作動状態にある場合には、温度上昇が外部の、例えば火災によって生起されてい
る、ないしはリニア駆動部１が、スイッチオフされなければならないエラー機能を有して
いることが推測される（ステップＳ２０）。択一的に、駆動制御回路がリニアモータを次
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のように駆動させてもよい。すなわち、避難扉の場合にはスライドドア扉４を開ける、ま
たは火災の延焼を阻止するために閉め、次にリニア駆動部１をスイッチオフするように、
リニアモータを駆動させてもよい。次に、跳躍点（Ａ）を介して、図１のステップＳ１前
に跳躍する。これによってリニア駆動部１の再スタートが可能になる。
【００５０】
　リニア駆動部１が、静止作動状態にない場合、すなわち、スライドドア扉４がまさに動
かされている場合には、駆動制御回路によって、リニアモータはスライドドア扉４を、低
い速度で動かす。これによって、リニア駆動部１の加熱された部分の冷却を促すことがで
きる。しかしこの代わりに、リニア駆動部１のスイッチオフをここで行うこともできる。
【００５１】
　温度監視と並行して、第２のルーチン分岐が行われる。ステップＳ２２において同じよ
うに、リニア駆動部１が静止作動状態にあるか否かが検査される。リニア駆動部１が静止
作動状態にある場合（ステップＳ２２の後の「はい」分岐）には、跳躍点（Ｅ）を介して
、図２のステップＳ３に戻る。
【００５２】
　リニア駆動部１が静止作動状態に無い場合（ステップ２２の後の「いいえ」分岐）、ま
ずはステップＳ２３において、スライドドア扉４が、リニア駆動部１によって設定されて
いる方向で動いているか否か、すなわち、リニア駆動部１ないしはそのリニアモータの速
度

と、自身の方向におけるスライドドア扉４の速度

とが一致するか否か、すなわち同じ方向を指しているかが検査される。
これらが異なる方向を指している場合、スライドドア扉４は、リニア駆動部１の駆動方向
と反対の方向に動いている。これはエラーを有する動作を意味している。これは、スライ
ドドア扉４が手動で、駆動方向に対抗して動かされているときに生じる。これによってス
テップＳ２５において、駆動制御回路によって、いわゆる運動安全応答が開始される。リ
ニア駆動部１での損傷を回避するために、リニアモータの駆動部がスイッチオフされ、ス
ライドドア扉４は手動で動かされるないしは移動される。スライドドア扉４が、スライド
ドア扉１の終端位置前の特定の制動領域に達すると、走行速度が過度に高い場合には、ス
ライドドア扉４の制動が、例えば、ジェネレータ式作動によって、および／または属する
リニアモータの、目下の走行方向と反対の駆動に関して行われる。制動後に、跳躍点（Ｅ
）を介して、図２のステップＳ３に戻る。
【００５３】
　スライドドア扉４がステップＳ２３において、リニア駆動部１によって設定されている
方向で動いている場合には、ステップＳ２４において、走行速度

が、すなわち絶対値的に、リニア駆動部１の駆動速度

よりも大きいか否かが検査される。
走行速度が大きい場合、スライドドア扉４は外部から、例えば人によって加速されている
。リニア駆動部での損傷を回避するために、同じように、運動安全応答（ステップ２５）
が、上述のように行われる。
【００５４】
　走行速度
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が絶対値的に、リニア駆動部１の駆動速度

よりも小さい、またはこれと同じ場合には、ステップＳ２６において、スライドドア扉４
の走行速度

が絶対値的に、リニア駆動部１の駆動速度

よりも小さいか否かが検査される。この場合には、駆動速度

で、例えば摩擦によって生じる損失等のエネルギー損失が加えられる。
このために、駆動制御回路によって、学習走行の間に求められたパラメータが用いられる
。この比較が正のエネルギーを供給する場合、すなわちスライドドア扉４の走行速度

が絶対値的に、リニア駆動部１の駆動速度

よりも小さい場合、後続のステップＳ２７において次のことが検査される。すなわち、速
度差が、予め定められている閾値ΔＶＳを上回っているか否かが検査される。超過分が、
所定の速度差ΔＶＳよりも大きい場合には、スライドドア扉が例えば人によって手動で制
動されていることが推測される。損傷を回避するために、後続のステップＳ２８において
、リニア駆動部１の駆動エネルギーが低減され、究極の場合には完全にスイッチオフされ
る。その後、再びステップＳ２３に戻り、駆動エネルギーの低減がさらに必要か否かが検
査される。
【００５５】
　図４に示された２つの分岐は有利には並行して処理される。これは例えば、別個に形成
された、駆動制御回路内に組み込まれている２つの回路によって実現される。択一的に２
つのルーチン分岐が、唯一のマイクロコントローラによって、またはプロセッサによって
、既知のパイプライン方法に相応して、ほぼ並行して行われる。
【００５６】
　図３のステップＳ１１における検査が、リニア駆動部１が静止作動状態に無いという結
果を出すと、跳躍点（Ｓ）を介して、図５に示されたルーチンに跳躍する。
【００５７】
　図５に示されているルーチンは、本発明の実施形態に従った、リニア駆動部１をアクテ
ィブにする方法を示している。従って、スライドドア扉１は、リニア駆動部ないしはその
リニアモータによって移動される。ステップＳ３０では、スライドドア扉４の移動速度

が０よりも大きいか否かが検査される。
【００５８】
　走行速度

が０よりも大きい場合、後続のステップＳ３１において次のことが検査される。すなわち
、スライドドア扉の進んだ距離ＳＦが所定の、有利には駆動制御回路の不揮発性メモリ内
に格納されている値Ｓｍｉｎよりも大きいか否かが検査される。従って値Ｓｍｉｎは最短
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走行距離をあらわしている。進んだ距離が同じまたはより短い場合にはステップＳ３０に
戻る。そうでない場合には後続のステップＳ３２において、リニア駆動部１が、速度ベク
トル

によって設定された方向において、すなわち、スライドドア扉４の目下の走行方向におい
てスライドドア扉４を動かすために、アクティブにされる。このアクティブ化に続いて、
図３におけるステップＳ１５へ、跳躍点（Ｖ）を介して跳躍する。有利には、最短走行距
離Ｓｍｉｎは、１０ｍｍ～３０ｍｍの間の値に設定されている。
【００５９】
　従って、スライドドア扉４を相応する走行方向へ、手動で、所定の最低走行距離に沿っ
て動かすことによって、スライドドア扉４の開放および閉鎖を起こすことが可能である。
【００６０】
　スライドドア扉４の走行速度

がステップＳ３０において、一度、値０で求められると、すなわち、スライドドア扉４が
停止していると、後続のステップＳ３３において、スライドドア扉４が終端位置にあるか
否かが検査される。スライドドア扉が終端位置、すなわち、開放位置または閉鎖位置にあ
ると、跳躍点（Ｒ）を介して、図２のステップＳ２に跳躍する。
【００６１】
　しかし、リニア駆動部１はステップＳ３４においてアクティブにされ、詳細には次の終
端位置の方向へアクティブにされる。さらに、跳躍点（Ｖ）を介して、図３のステップＳ
１５へ跳躍する。これによって、スライドドア扉４が例えば、最短距離Ｓｍｉｎよりも短
い距離、手動で動かされた場合、スライドドア扉４は各終端位置へ戻る。これによって、
繰り返される手動の走行に関する後続の検査がエラー無く行われる。これに加えて、所望
されずに、スライドドア扉４が次第に開放される、または閉鎖されることが、阻止される
。
【００６２】
　アクティブ化は、スライドドア扉４の手動の初期の走行の他に、当然ながら、アクティ
ブ化スイッチによっても行われる。このスイッチは例えば、壁部内に組み込まれている。
【００６３】
　択一的または付加的に、各スライドドア扉４内にスイッチが組み込まれ、有利には接触
スイッチによって構成される。全ガラススライドドア扉の場合には、このようなスイッチ
が、ガラス内に組み込まれたピエゾ圧電素子によって実現されてもよい。これは例えば、
ＲＦＩＤによって、駆動制御回路と結合可能である。各ピエゾ圧電素子を押圧すると、電
圧が出力される。これはスイッチング部材を、アクティブ命令を除去するように駆動させ
る。このアクティブ命令は属する駆動制御回路によって受信される。
【００６４】
　リニアモータ駆動によって全体的に、調和のとれた、衝撃の無い、スライドドア扉４の
走行が可能になる。これに加えて、容易な、安定した閉ループ調整が、種々の条件のもと
で可能である。これは例えば、スライドドア扉の重さである。スライドドア扉４の走行速
度

は非常に正確に、比較的幅の狭い許容誤差範囲内で閉ループ制御される。
【００６５】
　閉ループ制御および障害物識別を改善するために、駆動制御回路が構成される。作動中
は、継続的に、作動パラメータの検査、例えば、駆動制御電圧の検査および場合によって
は作動パラメータの順応化が行われる。
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【００６６】
　有利には、駆動制御回路は次のように構成されている。すなわち、各リニアモータが、
いわゆるフルエネルギーモードで作動されるように構成されている。このモードは有利に
は、封じられているスイッチを操作するだけで実現される。有利には、このモード内で、
スライドドア扉４の走行速度

が２つの走行方向において有利には無段階に、例えば、それぞれポテンシオメータによっ
て調整される。スライドドア扉４の閉鎖速度は有利には、スライドドア扉４の開放速度よ
りも低く、有利には開放速度の０．６倍である。これによって安全性が高まる。相対的に
閉鎖速度が低いので、スライドドア扉はより迅速に停止され、場合によっては反転される
。
【００６７】
　択一的または付加的に、駆動制御回路は次のように構成される。すなわち、スライドド
ア扉４の走行が、閉鎖位置の到達より前に有利には、閉鎖位置前の１００ｍｍ～２００ｍ
ｍの間の領域において、減速されるように構成される。この領域における走行速度は有利
には５０ｍｍ／ｓと１００ｍｍ／ｓとの間であり、ここで殊に、感度の高い障害物識別が
行われる。これは、いわゆる主閉鎖縁監視である。
【００６８】
　付加的または択一的に、非常停止機能が設けられる。これはリニア駆動部１に、または
構造側、例えば壁部内に、非常停止スイッチないしは、リニア駆動部１をエネルギー供給
部から分断するためのスイッチを設けることによって実現される。
【００６９】
　同じように択一的に、スライドドアにおいて通常の終端位置である終端位置に、接着磁
石が設けられる。この接着磁石は静止電流原理に従って作動し、駆動制御回路と結合され
る。接着磁石は有利には、スライドドア扉４が閉鎖位置に位置すると、接着磁石の方を向
いているスライドドア扉４のキャリッジ２の接着磁石の方を向いている面と作用的に接続
される。このような装置が、スライドドア扉４の開放位置に対して設けられてもよい。第
２の接着磁石は、ここで、スライドドア扉４の自身の方に向いているキャリッジ２の、自
身の方に向いている面と、作用的に結合する。給電網が欠落してしいる場合には、接着磁
石にはもはやエネルギーは供給されず、スライドドア扉４がイネーブル化される。
【００７０】
　択一的または付加的に、駆動制御回路は次のように構成されている。すなわち、給電網
欠落の場合に、各駆動制御されるリニアモータ、ひいてはこれによって駆動されるスライ
ドドア扉４ができるだけ迅速に停止されるように構成されている。このために、スイッチ
オフの他に、リニアモータをジェネレータとして作動させることができる。これは、リニ
アモータが、いわゆる制動抵抗と結合されることによって実現される。これは、静止電流
原理に従ってスイッチングされるスイッチング部材によって、例えば、リレーまたは切り
換え回路によって実現される。
【００７１】
　付加的にまたは択一的に、電気的エネルギーのためのメモリ、例えば蓄電池または高出
力コンデンサが設けられる。この内部には、リニア駆動部の通常作動の間にエネルギーが
蓄積される。給電網故障時には、このエネルギー貯蔵部は、リニアモータないしは駆動制
御回路と次のように結合される。すなわち、その蓄積されたエネルギーによって、リニア
モータが、スライドドア扉４の目下の走行方向と反対の方向に駆動されるように結合され
る。これによって、スライドドア扉４をさらに迅速に制動することが可能である。このた
めに、駆動制御回路は、蓄積されたエネルギーを用いて、リニアモータによって、該当す
るスライドドア扉４を完全に、所定の終端位置まで走行させることができる。
【００７２】
　各終端位置までの上述の制動過程ないしは走行過程が終了した後、駆動制御回路はスイ
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ドア扉４はさらに手動で操作される。駆動制御回路に再び、充分なエネルギーが達すると
、すなわち、給電網欠落がもはや存在しなくなると、駆動制御回路は有利には、上述した
ポジショニング走行を行う。
【００７３】
　択一的または付加的に継続オープン機能（Dauer-Auf-Funktion）がアクティブにされる
。ここではスライドドア扉４はリニア駆動部１によって、開放位置へと動かされ、その後
、静止作動に切り換えられる。しかも、スライドドア扉４は例えば、調整可能な開放時間
が経過した後に、自動的に、閉鎖位置へと走行することがない。
【００７４】
　択一的または付加的に、次のような機能が設定される。この機能ではスライドドア扉４
が、リニア駆動部１によって、各終端位置へと走行し、そこで、新たなスタートパルスが
例えばスイッチによってリニア駆動部１を、スライドドア扉４がそれぞれ別の終端位置ま
で走行するように駆動するまで走行する。これに加えて、スイッチングパルスは、リニア
駆動部１によるスライドドア扉４の走行中に、リニア駆動部を、スライドドア扉４が反対
の方向で走行するようにさせる。
【００７５】
　個々の走行機能の間のスイッチングは、プログラミングスイッチによって行われる。プ
ログラミングスイッチは有利には、リニア駆動部１のブラインドに、すなわち、外部から
隠されて、または択一的にブラインドによって隠されて配置される。択一的又は付加的に
、パワー接続端子、例えばＵＳＢまたはファイアワイアが設けられる。これによって外部
機器、例えばＰａｌｍ、携帯電話および／またはコンピュータを接続することができ、機
能を（切り替え）スイッチングすることができる。択一的または付加的に、リニア駆動部
は有利には駆動制御回路で、無線コミュニケーションのためのインタフェース、例えばＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈまたは赤外線を有している。
【００７６】
　本発明を、一枚扉式スライドドア設備に関連して説明したが、本発明を容易に、複数扉
式スライドドア扉、例えば入れ子方式のスライドドア設備、並びに湾曲スライドドア、円
形スライドドア、折り畳み式ドア扉、移動式分断壁部等に適用可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　１　リニア駆動部、　１ａ　支持用溝、　１ｂ　ガイドレール、　２　キャリッジ、　
２ａ　回転子ロール、　２ｂ　磁石列、　３　固定子部分、　４　スライドドア扉、　θ

Ａ　温度、

リニア駆動部１の速度、

スライドドア扉４の速度、　ΔＶｓ　速度差閾値、　Ｓｉ，ｎ∈Ｎ　ステップ、　（Ａ）
　跳躍点、　（Ｂ）　跳躍点、　（Ｅ）　跳躍点、　（Ｎ）　跳躍点、　（Ｒ）　跳躍点
、　（Ｓ）　跳躍点、　（Ｖ）　跳躍点
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